
議案第４４号 

 

木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正について 

 

木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年木津川

市条例第４０号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

  令和６年６月７日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一 

 

 

 

 

 

   提案理由 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）」の一部が令和６年５月２７日付で改正されたこと等に伴い、

所要の改正を行うものです。 

 

 



木津川市条例第   号 

 

木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例（案） 

 

 



木津川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年木津川市条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

（１）～（５） （略） 

（６） 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定す

る特定個人番号利用事務をいう。 

（７） 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利

用特定個人情報をいう。 

（個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左

欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の

左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又

は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

（１）～（５） （略） 

 

 

 

 

（個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左

欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第２の

左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又

は教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務とする。 



２ （略） 

３ 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理する

ために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有す

るものを利用することができる。ただし、法の規定により、

情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用

事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることが

できる場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

４ （略） 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

（略） 

３ 教育委員会 木津川市就学援助費支給要綱（令和６

年木津川市告示第４５号）に基づく就

学援助に関する事務であって規則で定

２ （略） 

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務

を処理するために必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個

人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

この場合において、同表第２の１の項第４欄中「住民基本台

帳法第７条第４号に規定する事項」とあるのは、「住民基本

台帳法第７条第１号から第８号までに規定する事項」と読み

替えるものとする。ただし、法の規定により、情報提供ネッ

トワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者か

ら当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、こ

の限りでない。 

４ （略） 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

（略） 

３ 教育委員会 木津川市就学援助費支給要綱（平成２

７年木津川市教育委員会告示第４号）

に基づく就学援助に関する事務であっ



めるもの（ただし、同要綱第４条第１

項第９号に掲げる医療費を除く。） 

 

（略） 

８ 市長 生活保護法に準じ、生活に困窮する外

国人に対して行う保護の決定及び実施、

就労自立給付金若しくは進学・就職準

備給付金の支給、被保護者健康管理支

援事業の実施、保護に要する費用の返

還又は徴収金の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

別表第３（第５条関係） 

情報照会

機関 
事務 

情報提供

機関 
特定個人情報 

（略） 
 

て規則で定めるもの（ただし、同要綱

第４条第１項第９号に掲げる医療費を

除く。） 

（略） 

８ 市長 生活保護法に準じ、生活に困窮する外

国人に対して行う保護の決定及び実施、

就労自立給付金若しくは進学準備給付

金の支給、被保護者健康管理支援事業

の実施、保護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に関する事務であって規

則で定めるもの 

別表第３（第５条関係） 

情報照会

機関 
事務 

情報提供

機関 
特定個人情報 

（略） 

５ 教育

委員会 

子ども・子育て

支援法（平成２

４年法律第６５

市長 児童福祉法（昭

和２２年法律第

１６４号）によ



号）による子ど

ものための教

育・保育給付の

支給又は地域

子ども・子育て

支援事業の実

施に関する事務

であって規則で

定めるもの 

る障害児入所支

援に関する情

報、障害者関係

情報、児童福祉

法による障害児

通所支援に関す

る情報、地方税

関係情報、住民

票関係情報、障

害者の日常生活

及び社会生活を

総合的に支援す

るための法律に

よる自立支援給

付の支給に関す

る情報、生活保

護関係情報、児

童扶養手当関



係情報、中国残

留邦人等支援

給付等に関する

情報及び特別児

童扶養手当関

係情報であって

規則で定めるも

の 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


